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午前１０時０１分 開 議

おはようございます。○議長（吉田清孝君）

これより、本日の会議を開きます。

本日の議事は、議事日程第４号をもって進めます。

日程第１ 議案第７５号から第８１号までを一括上程

日程第１、議案第７５号から第８１号までを一括して議題とい○議長（吉田清孝君）

たします。

これより議案に対する質疑に入ります。質疑の通告がありますので、順次発言を許

します。１番三浦桂寿君の発言を許します。１番

皆さん、おはようございます。○１番（三浦桂寿君）

私からは、議案第７６号の男鹿市防災会議条例及び男鹿市災害対策本部条例の一部

を改正する条例について、お伺いいたします。

一部の改正ということで、第１条が男鹿市防災会議条例、平成１７年男鹿市条例第

１４号を改正すると。それから第２条男鹿市災害対策本部条例、平成１７年男鹿市条

例第１５号を改正するということの内容でございます。何々を何々に改めるというこ

とで 文章上ではわかりますけれども その内容といいますか それについてはちょっ、 、 、

と把握できません。

それからまた、それを前提において、男鹿市防災会議、また、災害対策本部という

その組織といいますか、それらについてひとつ説明をしていただきたいと思います。

山本総務企画部長○議長（吉田清孝君）

【総務企画部長 山本春司君 登壇】

ただいまのご質問にお答えいたします。○総務企画部長（山本春司君）

男鹿市防災会議条例の改正内容ということでありますけれども、現行の条例では、

防災会議の所掌事務が男鹿市防災計画の策定とその推進などについて定めております

、 、 、が このたびの改正で 市長の諮問に応じて市の地域に係る重点事項を審議すること

それと、この重点事項に関し、市長に意見を述べることなどが新たに加えられており

ます。このことによって、今後、防災に関する基本方針、あるいは防災に関する施策

の総合調整などについて審議することになります。
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具体的には、現在、県において津波の被害想定について取りまとめているわけです

けれども、その結果によってはハザードマップの見直しが必要となります。その際に

見直しの内容について審議していただくことが想定されます。

また、来年度、地域防災計画の見直しがございますので、この内容についても審議

されることになります。

それから、もう一点の改正の大きな点でございますけれども、現在、この防災会議

の委員が２０名になっておりますが、これを３０名以内に改めるもので、これまで市

の関係では市長、教育長、総務企画部長などで、県関係では中央保健所の所長さん、

地域振興局の総務企画部長、船川港湾事務所長、それから男鹿警察署長など、このほ

か消防長、消防団長、さらに民間からは、男鹿郵便局長のほかＮＴＴ東日本秋田支店

長、ＪＲの男鹿駅長など２０名となっております。これに新たに秋田大学の教授のほ

か、自主防災組織の代表、あるいは老人クラブ連合会の会長さん、障害者団体の会長

さん、あるいはＰＴＡ連合会の会長さんなどを加えるほか、市の関係では副市長、市

民福祉部長、産業建設部長などを新たに加えて、３０名とする予定でございます。

以上でございます。

再質疑ありませんか。１番○議長（吉田清孝君）

ありがとうございました。○１番（三浦桂寿君）

、「 、 、 」第４条第２項中 男鹿市の職員 関係公共機関の職員 関係地方公共機関の職員

を「関係指定地方行政機関の職員、秋田県の職員、市の職員、関係指定公共機関の職

、 」 、 、 、員 関係指定地方公共機関の職員 と 何か似通った形の職員ということですが 今

部長がお話したとおり、これらに入るのが今お話した方々がこの中に入るという、そ

ういう理解でよろしいですか。

そうすれば、この会議等が今まで２０名、今度３０名と、そういうことになるとい

うことでございますけれども、この防災会議というのは、どれくらい今までね、この

回数といいますか、どの程度のくらいで実施されておられるか、その点についてお願

いいたします。

山本総務企画部長○議長（吉田清孝君）

【総務企画部長 山本春司君 登壇】

開催については、今年度はまだ開催されておりません○総務企画部長（山本春司君）
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ので、よろしくお願いいたします。

さらに質疑ありませんか。○議長（吉田清孝君）

ありがとうございました。○１番（三浦桂寿君）

１番三浦桂寿君の質疑を終結いたします。○議長（吉田清孝君）

次に、６番佐藤巳次郎君の発言を許します。６番

おはようございます。○６番（佐藤巳次郎君）

私からは、議案第７７号男鹿市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部

を改正する条例について、それと議案第７８号男鹿市保育園条例の一部を改正する条

例について、関連しますのでお聞きしたいと思います。

まず、この条例の改正理由について、最初にお聞きしたいと思います。

保育園を指定管理者制度にするということで、特に臨時職員の関係から新しい社会

福祉法人をつくるということのようでありますが、市内には保育園、それから認定こ

ども園、それから幼稚園もあるわけですけれども、それらも含めて、この法人の中に

入るのかどうか、幼稚園も含まれるのかどうかですな、そこら辺もひとつお聞かせ願

いたいと思います。

今、準備作業をそれぞれやっているんじゃないかと思いますが、法人の名称や設立

の計画によれば１０月ということになっていますが、計画どおりに進んでいるのかど

うか。

それから、法人の体制、役員が決定されておられるのかどうか、また、職員の体制

はどうなっていくのか、市の職員も入るのか、新たな職員を雇用するのか、そこら辺

もお聞かせ願いたいと思います。

それと、何しろ初めてのこういう保育園等の新たな法人でありますので、そこに働

く人方と法人とのぎくしゃくした関係にならないような形での、法人と職員等の協議

機関をつくるべきでないかと思いますが、そこら辺についてお聞かせ願いたいと思い

ます。

それから、法人の職員の給与、手当等について、どう決めていくのか、条例上や規

則も出てこようかと思いますが、そこら辺もしそういう案があったら議会に提示すべ

きじゃないかなと思いますが、いかがでしょうか。市の給料表等に準じてやられるも

のなのかどうか、そこら辺についてもお聞かせ願いたいと思います。
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それから、以前に質問した際に、現在の市の職員が今度法人に移るということで、

そういう方々については派遣職員にするということになっておりますが、保育士の中

で新たな法人に行きたくないといった場合に、市の一般事務をやっていただくという

話もされていたかと思いますが、現在そういう希望職員がおられるのかどうか、お聞

かせ願いたいと思います。

それから、保育園の職員ばかりでなくて学童保育の職員も、この法人の職員にする

ということになっておるようですが、学童保育の職員を今後どういうふうな形にして

職員化したり、採用したりしていくのか、そのあたり今まで議会でも議論されておら

、 。ないんじゃないかなと思いますが そこら辺についてもお聞かせ願いたいと思います

まず最初に以上であります。

山本総務企画部長○議長（吉田清孝君）

【総務企画部長 山本春司君 登壇】

私からは、男鹿市公益的法人等への職員の派遣等に関○総務企画部長（山本春司君）

する条例の改正理由についてご説明いたします。

現在、外郭団体に派遣した職員の人件費については、給料、扶養手当、住居手当等

については、条例に基づき市が直接支給できることとしております。時間外勤務手当

や管理職手当、こういった手当につきましては、派遣先に補助金として交付し、その

派遣先から職員に支給されるというふうな仕組みになっております。ただ、これが条

例に定めないで補助金によって交付することは、法律に違反するという判決が出てお

ります。このため、当該社会福祉法人は自主財源がないということ、それと保護者に

その分を負担を求めるということはできませんので、市が直接支給するように改正す

るものでございます。そのために、条例で定めなければならないということで、この

たび改正するというものでございます。よろしくお願いします。

加藤市民福祉部長○議長（吉田清孝君）

【市民福祉部長 加藤透君 登壇】

お答えします。○市民福祉部長（加藤透君）

７８号の条例改正の理由は、保育園の運営を指定管理者制度を導入するというふう

なことの中で条例改正するというわけであります。

それから、法人名ですが、社会福祉法人男鹿保育会というふうなことで予定してお
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ります。

それから、事務所の位置でありますが、事務所は船川北公民館の一室を借りて、そ

こを事務所にしたいというふうなことであります。

それから、設立の時期でありますけれども、ことしの１０月の末か１１月の初めご

ろになるのではないかなと考えております。

それから、役員とその職員の体制でありますけれども、役員については理事６名、

監事２名、職員については事務局長が１名、事務職員として設立の当初は２名、来年

４月から２名を増員して４名体制にしたいというふうなことで考えております。

派遣職員の法人の人事管理等についてでありますけれども、このことについては、

法人と市の協定書の中に盛り込んでいきたいと考えております。

それから、法人の職員の給与、手当をどう決めるのかというふうなことであります

けれども、これについては新たにその法人の給与規程を設けまして、おおむね市の職

員にならった規程を考えております。

それから、保育士の中で一般職になりたい希望というふうなことでありますけれど

、 、 。 、も このことについては 今のところ職員の意向について把握しておりません 今後

法人へ派遣される職員の身分協定が決まり次第、関係職員に対する説明会を行って、

意向調査をしたいと考えております。

それから、学童保育の件でありますけれども、これについては法人の非常勤職員と

して採用したいと。現状の市の雇用形態と同様になるというふうなことであります。

幼稚園については、法によって指定管理ができないというふうなことでありますの

で、幼稚園は今回これには入っておりません。

以上でございます。

再質疑ありませんか。６番○議長（吉田清孝君）

、○６番 佐藤巳次郎君（ ） この男鹿保育会という社会福祉法人にするということですが

この法人の役員が６名と監事が２名と。この役員は決定されているのかどうか、もし

決定されているとすれば、役員名を、この場で答えができるのであればしていただき

たいと思いますが、そこら辺ですな。

この職員体制は、事務局長１人、そして事務が２人、来年４月からはもう２人と、

これは市の職員ということなのか、新たな採用ということなのか、そこら辺もう一度
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お聞かせ願いたいと思います。

それと、法人と職員との協議機関ということは、つくるということなのか、やはり

初めてですので、いろいろな問題が出てこようかと思いますので、それを個人で法人

と話するということにもなっていかない部分も当然出てくると思いますので、そうい

う意味では、そういう協議機関が必要になるんじゃないかなと思いますので、そこら

辺もう一度お答え願いたいと思います。

それから、法人職員の給与、手当等は、あれですか、市に準じて支給するというよ

うなお答えだったと思いますが、中身としては、以前の資料を見ますと、市の職員か

ら比べれば、かなり少ないという感じしますが、そこら辺ですな、きちっとまだ給料

表なり手当額とか、そういうものを決めていないのか、もし額が決まっているとすれ

ばですよ、お聞かせ願いたいなと。決まってなくても、案でもいいですので、お聞か

せ願いたいなと思います。

それから、以前に市の正職員の保育士の給与が、市の一般職員の給与と比べかなり

低いと、昇格がないと。まるっきりないとは言いませんけれども、特に園長の場合、

現在４級どまりだということであったわけで、それを一級上げるということが来年の

法人設立とあわせて、そういう改正をしていきたいということを検討すると言ってお

りますが、ぜひやらなければいけないこれは課題だと思いますので、そこら辺につい

て検討されているのかどうか、お聞かせ願いたいと思います。

あれですか、学童保育の職員、今現在どのぐらいいるのかですよ、学童保育の指導

員がどのぐらいで、ほかの職員がどのぐらいいて、現在いるそういう学童保育の職員

すべての人方を法人の職員にしていくということなのか、そこら辺もう一度お答え願

いたいと思います。

山本総務企画部長○議長（吉田清孝君）

【総務企画部長 山本春司君 登壇】

再質問にお答えいたします。○総務企画部長（山本春司君）

私からは園長の身分についてでございますが、現在、園長の身分は課長補佐級とい

うふうになっておりますが、派遣を機に、４月から主幹級にしたいというふうに考え

ております。

以上であります。
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加藤市民福祉部長○議長（吉田清孝君）

【市民福祉部長 加藤透君 登壇】

役員の氏名でありますけれども、役員については、準備○市民福祉部長（加藤透君）

委員会というふうなことで、今、委員になってございます。これは当初ですので、法

人登記される時点で役員というふうに正式に決まるものでありますので、現在のとこ

、 。ろ名前については かわる可能性もありますので控えさせていただきたいと思います

それから、職員の体制でありますけれども、事務局長については、新たにこの理事

の中から１人選任したいと。あとの職員については、現在いる職員の市の職員を派遣

するというふうな形になろうかと思います。

それから、協議会等でありますけれども、これについては、ぎくしゃくとか、そう

いうふうな相談等できるような中で、法人と協議しながら協定書の中に盛り込んでい

きたいと思います。

それから、法人の職員の手当、私先ほど市に準ずるというふうなことで、それは全

く額そのものが準ずるというふうなことではなくて、例えば今現在、定期昇給という

のはありませんけれども、定期昇給、例えば平均月額２千８００円程度、上げていく

と、そういう給料表を設けると。あと、賞与については、初年度は２カ月、５年目あ

たりで職員と同様の３．９５カ月の賞与を考えてございます。あと、このほかに扶養

手当、住居手当、通勤手当、寒冷地手当等も市に準じて支給していきたいと。さらに

は、退職金についても、民間の社会福祉事業共済に加入しまして、その手当をしてい

きたいというふうなことであります。

ちなみに、新卒の場合、初任給を申し上げますと、現行臨時保育士であれば１３万

８千７２０円でありますけれども、１４万２千円あたりを考えております。

学童保育の人数については、現在、指導員１３名であります。これは先ほど申し上

げましたように、法人の嘱託職員というふうな形になるということであります。

以上でございます。

さらに質疑ありませんか。６番○議長（吉田清孝君）

この法人の職員の給与、手当、給与については初任給を１４○６番（佐藤巳次郎君）

万２千円にしたいということですが、定期昇給についてですな、前に出された資料を

見れば、市の職員の半額という計画を立てておられるんじゃないかなと思いますが、
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半額なのかですよ。そうなると、市の職員と法人の職員の給料差が、またどんどん開

いていくということになろうかと思いますので、果たしてそれでいいのかどうかです

な。

それから、手当についてもですよ、通勤手当、扶養手当、住居手当、そうのは職員

並みにしないのかですよ、扶養する手当が法人は少なくて、職員は現行ということで

あればですよ、同じ子供を扶養する手当で額が違うということでいいのかなと、まず

住居手当にしろ、通勤手当にしろ、まずこの手当等についてですな、市の職員並みに

するべきじゃないかなという気がしますけれども、そこら辺どう考えているのかです

な。法人つくって、結果的に人件費が何年か後には下がっていくということになって

しまえば、やはり私は、今までの労働条件の悪かった臨時職員が、そういう法人の職

員になっていくということは非常にいいことだわけだけれども、市の職員と法人職員

の賃金差がどんどん開いていくという形は、好ましいものではないんじゃないかと思

いますが、そこら辺どう考えているのか。

それから、学童保育の職員というのは実際どのぐらいいるのかですよ、指導員がど

のくらいで 指導員の下で働いている人方がどのぐらいいるのか さっきお答えなかっ、 、

たんじゃないかなと思いますが、お聞かせ願いたいと。

加藤市民福祉部長○議長（吉田清孝君）

【市民福祉部長 加藤透君 登壇】

法人の職員の初任給、定期昇給に関しては、先ほども言○市民福祉部長（加藤透君）

いましたが、半額というふうなことでなくして平均して２千８００円程度というよう

なことでして、当然年齢上がってくれば職員と同じように下がる場合もありますし、

そういうふうなことで考えております。

それから、法人職員の住居手当等については、これは市の職員に準じた方法でやっ

ていきたいと思います。

それから、児童クラブの職員数、私さっき指導員１３名と言いましたけれども、そ

のほかに指導員の補助として１６名ほどでございます。

以上でございます。

６番佐藤巳次郎君の質疑を終結いたします。○議長（吉田清孝君）

以上で通告による質疑は終了いたしました。
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ほかに質疑ありませんか。７番吉田直儀君の発言を許します。

私は通告をしていないので、そのほかにというふうなことで手○７番（吉田直儀君）

を挙げさせていただきましたが、議長の取り計らいで質問させていただきたいと思い

ます。

、 、きのうは私の一般質問が 何度も同じことを聞いてというふうな話がありましたが

今日はそういうことのないように、一点一点だけで質問させてもらいます。

まず第１点は、７７号と７８号に関連するこの法人の関係なんですが、７７号から

二、三点聞かせてもらいますが、総括的に言うと市民福祉部長が答えているように、

私は不安がないと思いますが、いわゆるこの法人組織と組織の運営に、もう少しやっ

ぱり吟味をして、力を入れて頑張っていただきたいと、こういうふうにまず総括的に

申し上げたいと思います。

、 、 、第１点は 職員の採用 これは公益法人の派遣については正職員でしょうけれども

私は臨時職員について伺いたいと思いますが、この臨時職員の再任用が試験で採用す

るのか、あるいはもう一つ、その試験の時期というのがいつなのかですね。それでも

う一つは、現在のこの臨時職員、これらの職員について相当数おりますが、担当課が

一人一人とこの折衝をして、その状況を把握しているかどうかと、その点を伺いたい

と思います。

次に７８号関係で何点か伺いますが、まず第一は、この法人がいわゆる設立される

予定になっています。先ほど法人の名前が公表できないと言っていますが、当然この

。 、法人の申請には代表人が必要だと思います できたら申請人の代表理事が誰であるか

それを伺いたいと思います。

そして第２点は、出資金を市で今５千万円を出しているわけですが、この役員が６

、 。 、人ですね ６人が全くこの出資をしないというその根拠を伺いたいと思います 普通

法人組織であると運営費は市の補助金はあるけれども、当事者が、関係理事が出資を

して、そして運営をしたいと、そういう意気込みでもってやるんですが、丸抱えのこ

の市の状況でして、役員から出資金を求めないのかどうかです。その理由を伺いたい

と思います。

そうであれば、この責任が、果たしてこの指定管理者にやって、この理事者方が責

任を持ってやれるのかどうかと、そういう私は不安な要素がないのかどうかです。そ
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の不安要素がないとすれば どういう面で不安がないよと 絶対ここで管理監督をやっ、 、

ていけますよと、そういう状況を伺いたいと思います。

もう一つ、何度も申し上げますが、この理事６人が、あるいは事務局職員で、これ

らの保育所の数と職員を、いわゆる統括して管理監督が徹底されるかどうかです。今

まで市の所管でありますと、担当課があって、それなりにつぶさに目が届くでしょう

、 、 、が この理事者方が常勤でないとすれば そういう管理監督までできるのかどうかと

その不安が私は当初に申し上げましたように、ないのかどうかですね、その点を伺い

たいと思います。

もう一つは、この事務局長が理事の中から出るというふうなことなんですが、この

理事は報酬があるのかどうかです。その点を伺いたいと思います。

まず１回目終わります。

加藤市民福祉部長○議長（吉田清孝君）

【市民福祉部長 加藤透君 登壇】

お答えします。○市民福祉部長（加藤透君）

臨時職員の採用の試験については、試験を実施します。予定は１月を予定しており

ます。

それから、法人の名前は、先ほど申し上げましたように、社会福祉法人男鹿保育会

というふうな法人の名前であります。

それから、理事の名前というよりも申請人の名前については、中川百司さんという

方であります。

あと、出資金５千万円ということで、出資については求めておりません。これは指

定管理するというふうなことで、理事にはそれぞれ出資金を求めてはおりません。市

の管理で指定するということでありますので。

それから、職員の人事管理等については、当然、法人との協定によりまして、市も

当然かかわってまいりますので、その部分については、現在とそんなに変わらないの

ではないかなというふうなことで考えています。

以上でございます。

事務局長の報酬は。○議長（吉田清孝君）

そうでした。理事ですね、理事の報酬についてはござい○市民福祉部長（加藤透君）
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ません。

事務局長の報酬。○議長（吉田清孝君）

事務局長は月額の報酬を考えております。○市民福祉部長（加藤透君）

以上でございます。

再質疑ありませんか。７番○議長（吉田清孝君）

市民福祉部長、もう一つ伺いしたいと思いますが、私が心配す○７番（吉田直儀君）

るのは、取り越し苦労だかと思いますが、先ほど申し上げましたように、保育所の数

があり、分散をしている、保育の人数が多い、なのでこの指定管理者が他の指定管理

。 、と違うその要素が相当あるわけです ただ名前は男鹿保育会と言っていますけれども

指定管理者と、これは言葉上は言っていますが、通りはいいんですが、現場のその管

、 、理が私が言っているように 果たしてこれが管理監督ができるかどうかということで

これが心配なんです。ですからその点を、どう管理監督していくのか、この６人、あ

るいはこの事務局長、職員で、事務的な作業がありながらその現場の管理まで、多分

、 、それは お答えは多分それぞれの園の先ほど主幹になる人たちがあれでしょうけども

それは現場の責任です。私が求めているのは、総括的にこの保育所の運営組織という

ものの管理監督が、遺漏のないようにできるかどうかという、その点を伺いたいんで

す。もう一度お願いします。

加藤市民福祉部長○議長（吉田清孝君）

【市民福祉部長 加藤透君 登壇】

現場のその管理のご心配でありますけれども、これにつ○市民福祉部長（加藤透君）

いては、新しい法人との協定の中で、そういう部分についてしっかりと取り決めをし

ていきたいと。当然、まるっきり法人に丸投げをするわけではありませんので、市で

一部の事務というのは当然ありますし、人事管理についても管理していきますし、そ

ういうことで従来の管理と、それほど変わらないと私は考えております。

以上でございます。

さらに質疑ありませんか。７番○議長（吉田清孝君）

市民福祉部長、ちょっと突っ込んだ話させてもらいますが、従○７番（吉田直儀君）

来と変わらないというふうなことであれば、何もこれ指定管理者を求めてやる必要な

いんですよ。今のこの保育所の運営というものは、管理運営というものが、これから
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の保育所のあり方としては、全く民間でやっていいよと、そういう姿勢のもとに市長

が発案をして今日に至っているわけですよ。それがまたまた管理が不十分な場合であ

れば、市が関与していますから全面的にバックアップしようとなると、何ら従来の保

育所の運営と変わらないんです。私はそこが、本当にそうなのかどうかですね、当面

はそういう状況が続くでしょうけども、やっぱり最後はひとり歩きするような、６人

の役員が責任を持ってこの保育所を、数を、職員を、何百人という人を管理監督でき

るような、そういう体制というものを私は求めているわけですが、当面は、それはす

ぐというわけにはいかないでしょうけども、部長の話はね、ちょっとこう引っ込み思

案の、市が全面抱えるよと、心配ないと言っているけれども、それでは何らこの指定

管理をした意味がないんです。ですから、その点をしっかり、いつかの時期には、も

うひとり立ちさせますよと、そういう力強い答弁がいただければと思います。

加藤市民福祉部長○議長（吉田清孝君）

【市民福祉部長 加藤透君 登壇】

法人については、おっしゃるように、現在は職員が約半○市民福祉部長（加藤透君）

数近く派遣されるわけです。そういう中で、いずれは市の職員がゼロになるわけで、

全く法人の職員と入れかわっていくわけですので、当面、それまでには市も当然かか

わっていかなければいけないと思いますけども 最終的な目的については やはりおっ、 、

しゃるように、法人が責任を持ってやっていけるような、そういうふうな体制にして

いきたいというふうなことで考えております。

以上でございます。

７番吉田直儀君の発言を終結いたします。○議長（吉田清孝君）

ほかに質疑ありませんか。５番三浦利通君の発言を許します。

私からも、先ほど佐藤議員、さらには吉田議員からもありまし○５番（三浦利通君）

た７７号、それから７８号の関連で何点かお尋ねします。

、 、 、 、今 吉田議員からもありましたけれども 私も他の指定管理をしている施設 機関

組織等とは、やっぱり異なるんでないかなというような気がしております。今回の定

例会でも、市長は教育振興、教育の充実、大切さを相当強く訴えています。その前段

に保育の部分では、やっぱりある意味では保育園から始まって、幼稚園も含めて、そ

れから上の教育というようなことにつながっていくのかなというような気がしており
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ます。そういった観点では、本当に指定管理者制度を、こういう保育園に導入するこ

とは、将来、市にとって子供らのそういう保育、教育に本当にプラス、充実させるこ

とが可能なのかどうかというような、その部分で何かこう先ほどのやり取りを聞いて

も、いまいち説得力に欠ける部分があるのかなという気がしています。もっと具体的

に、こういう条例を改正して指定管理者制度を導入することに、今までと違ってこう

いう課題が解消されるし、こういう充実をすることができるというものを、具体的な

現時点で当局が捉えているものがありましたら、ちょっとお示しください。

そして、反面、ずっと議会のやり取りの中でも、特に佐藤巳次郎議員などというの

は、先ほどもちょっと触れておりましたけれども、保育園の人事の関係、要するに同

じ職場で、同じような仕事にかかわりあっても、正職員とそうでない方々の給料面、

人事面のハンディをずっとこう抱えながらやってきている、その部分というのは、ど

うも一向に改善されない。そのことは何のことはない、財政的な人件費をある意味で

は抑えるというのが、この考え方が強く反映された中で今日に至ってしまったのかな

と。今回のこういう条例改正、指定管理者制度の方向というのは、その部分の何のこ

とはない人件費をずっと今までと同じような形で抑えていくがための手法に過ぎない

というような、一部の市民のご意見も、ご指摘もあるわけです。そうでないという部

分 先ほどのあれと重複しますけれども 本当にその部分は多少はあるけれども きっ、 、 、

ちりと保育の充実、振興はこうなんだということを、ちょっとお聞かせください。

それから、加藤部長、吉田議員からもあったように、そんなに変わらない、人事管

理は、きちっとコントロールしていくというようなことであれば、そうすれば今まで

と何も変わらない。本当にそれが、そうすれば指定管理者制度そのものに当たるのか

なという、私から言えばそうでないはずだ。やっぱり将来的には、一定の時期は市が

そういう人も送ったり コントロールする 協定書に基づいてということはそうでしょ、 、

うが、将来的にはやっぱり指定管理者制度を、民間のある意味では、いろんな知恵と

かノウハウを引っ張ってきた中でよくするという、そのことがあってしかるべきだな

というような気がしますけど、そういった観点では、ずっと指定管理者制度はとるん

、 。だけれどもコントロールしていくというのは そういう考え方で捉えていいものかと

そうでないとしたならば、どういうふうな考え方の整理をなさっているのかお聞かせ

ください。
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その辺ちょっとお願いします。

加藤市民福祉部長○議長（吉田清孝君）

【市民福祉部長 加藤透君 登壇】

他の指定管理とは違うというふうなことであります。確○市民福祉部長（加藤透君）

かに私もそういうふうに考えております。市としてのこれまでの保育、あるいは、と

もすれば教育の部分的なものも、当然保育指針というふうなこともありますので、そ

、 、ういうふうな協定の中で協議しながら そういう部分では従来と変わらないというか

そういうふうなことを考えていっているわけでありますけれども、そのような方向で

進めていきたいということであります。

あと、法人にした場合というふうなことで、確かに一番大きいのは、同じ仕事をし

ながら市の職員と臨時職員の賃金が大幅に違うというふうなことで、何年来それはで

きてこなかったわけであります。今回、思い切ってその法人化をして、少しでもその

待遇を改善して、働きやすい安定した職場にしたい、そういうふうなことで大きなプ

ラスになっていくのではないかなというふうな考えが一つと、あとそれから、保護者

のニーズ等かなり変化してきております。そういう変化についても法人と市との違い

がありまして、法人の場合はそういうふうな対応ができていくのではないかなと、職

員の処遇も変えていくわけでありますので、そういうところに期待をしているわけで

あります。

あと、人事管理、私は先ほど何も変わらないというふうなことを申し上げましたけ

れども、今現在は一定の時期については、やはり先ほど申し上げましたように市の職

員もおりますので、市がそれなりにかかわっていかなければいけないと思うわけであ

りますけれども、それがずっと何十年もこの先、市がかかわってやっていくのかとい

うふうなことではなくて、本来のその法人化をしたそのメリットをですね生かすため

には、いずれは独立した法人というふうになるような仕組みをつくっていかなければ

いけないなと思っております。

いずれにしても、今すぐ全部法人にやってくださいというのは、なかなか厳しいと

思いますので、その辺はこれまでと同様、市がかかわっていかなければいけないとい

うふうなことで考えております。

以上でございます。
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再質疑ありませんか。５番○議長（吉田清孝君）

まず、今、部長の話、わかりました。待遇改善、人事的な関係○５番（三浦利通君）

が大きな理由になるのかなと。私が聞いた保育サービスの、じゃあ改善とかそういう

部分はどうなのか、その辺のちょっとお答えがありませんでしたが、結構です。

市長にちょっとお尋ねしますが、先ほども触れましたように、現状、男鹿市も、ま

あ日本国全体がそうですが、少子高齢化の中で、こういう今回の条例を含めた提案を

、 、 、する中で いやいや渡部市長はこういう手法はとるけれども 将来的には保育の充実

さらには先ほども触れたように教育の発展、振興につながるんだというような、そう

、 、いう考え方の整理は当然持って あなたが提案されていることだろうと思いますので

その辺の考え方、思いの整理をちょっとお聞かせください。

渡部市長○議長（吉田清孝君）

【市長 渡部幸男君 登壇】

私は教育のことに関しては、市としてできることというのは、○市長（渡部幸男君）

いわゆるいろんな場を提供すること、経験できる場を提供することだと考えておりま

す。中学校でも小学校、そして保育園に関しても、市でやっていることのいろんなこ

とに、例えば大学との連携協定とか結んでおりますが、それらも含めまして、子供た

ちにいろんな経験を積んでもらうことが、私は一番の教育だと思っておりますので、

これは保育園であれ、小学校であれ、中学校であれ、考え方は同じであります。ぜひ

そういう中で、子供たちが自分で考えられるたくましい子供たちになってもらいたい

というふうに考えております。

さらに質疑ありませんか。○議長（吉田清孝君）

以上、終わります。○５番（三浦利通君）

５番三浦利通君の質疑を終結いたします。○議長（吉田清孝君）

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」と言う者あり）「

質疑なしと認めます。よって質疑を終結いたします。○議長（吉田清孝君）

次に、議案第７５号から第７９号までについては、ご配付いたしております議案付

託一覧表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。
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日程第２ 予算特別委員会付託

日程第２、予算特別委員会への付託を議題といたします。○議長（吉田清孝君）

お諮りいたします。議案第８０号及び第８１号については、予算特別委員会へ付託

することにご異議ありませんか。

（ 異議なし」と言う者あり）「

ご異議なしと認めます。よって議案第８０号及び第８１号は、○議長（吉田清孝君）

予算特別委員会へ付託することに決しました。

日程第３ 決算特別委員会設置、付託

日程第３、決算特別委員会の設置を議題といたします。○議長（吉田清孝君）

お諮りいたします。議案第７５号については、委員会条例第６条の規定に基づき、

委員８人をもって構成する決算特別委員会を設置し、これに付託の上、審査いたした

いと思います。これにご異議ありませんか。

（ 異議なし」と言う者あり）「

ご異議なしと認めます。よって本件は、８人の委員をもって構○議長（吉田清孝君）

成する決算特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することに決しました。

次に、お諮りいたします。決算特別委員会の委員の選任については、委員会条例第

８条第１項の規定に基づき、当席より指名いたしたいと思います。これにご異議あり

ませんか。

（ 異議なし」と言う者あり）「

ご異議なしと認めます。よって委員を指名いたします。○議長（吉田清孝君）

佐藤誠君、中田敏彦君、三浦利通君、小松穂積君、古仲清紀君、高野寛志君、佐藤

巳次郎君、米谷勝君、以上８人の諸君を決算特別委員会委員に選任することにご異議

ありませんか。

（ 異議なし」と言う者あり）「

ご異議なしと認めます。よってただいま指名の諸君は、決算特○議長（吉田清孝君）

別委員会の委員に選任されました。

なお、決算特別委員会は、９月１４日、午前１０時より議事堂に招集いたします。

以上、告知いたします。



- 173 -

以上で、本日の議事は終了いたしました。○議長（吉田清孝君）

休会の件

お諮りいたします。９月１３日から２５日までは議事の都合に○議長（吉田清孝君）

より休会いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。

（ 異議なし」と言う者あり）「

ご異議なしと認めます。よって、９月１３日から２５日までは○議長（吉田清孝君）

議事の都合により休会とし、９月２６日、午後２時より本会議を再開し、各委員長の

報告を求めることにいたします。

本日は、これにて散会いたします。

どうも御苦労さまでした。

午前１０時５６分 散 会
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議 案 付 託 一 覧 表

総務委員会

議案第７６号 男鹿市防災会議条例及び男鹿市災害対策本部条例の一部を改正する条

例について

議案第７７号 男鹿市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する

条例について

教育厚生委員会

議案第７８号 男鹿市保育園条例の一部を改正する条例について

産業建設委員会

議案第７９号 男鹿市手数料条例の一部を改正する条例について

予算特別委員会

議案第８０号 平成２４年度男鹿市一般会計補正予算（第４号）について

議案第８１号 平成２４年度男鹿市介護保険特別会計補正予算（第１号）について

決算特別委員会

議案第７５号 平成２３年度男鹿市一般会計及び各特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて


